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１９９５年に「地方分権推進法」が施行され、

「第１次地方分権改革」が進められました。第

１次分権改革では自治体を国の下請け機関とし

て見なした「機関委任事務（県・市町村等が法

令に基づいて国から委任され、「国の機関」とし

て処理する事務）」を廃止し、「自治事務（県・

市町村の責任において独自に執り行う事務）」と

「法定受託事務（法令により県・市町村が処理

することとされる事務）」に分類し、国と地方を

法制度上、「上下・主従」から「対等・協力」の

関係に変えました。地方分権改革の柱として、

１９９７年７月に、４７５本の法律改正案から

なる法案が成立し、２０００年４月１日から施

行されました。 

そして、国の権限を地方へ移譲する上で、権

限移譲に耐えうる「基礎自治体」の体力を作る

目的で、国主導による平成の大合併が、面積や

人口を重視して強硬に進められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村合併の結果、２０００年に３２２９市町

村が２０１０年には１７２８市町村となり、岡

山県でも７８市町村が２７の市町村と半分以下

になっています。合併後、多くの自治体ではス

ケールメリットを理由に、退職不補充などで職

員の人員削減が行われ、県内市町村の正規職員

数は０３年２１，６２０人が、２０１１年には

１８，８４６人と約１割りの人員削減となって、

非正規・臨時職員は全体の３割を超える状況と

なっています。市町村職員は、行政サービスを

地域住民に提供する最前線の窓口であり、地域

住民にもっとも近い存在で、国、県、市町村行

政を直接地域住民に提供していく仕事を担って

います。福祉、医療、介護、生活保護などの福

祉サービスの提供、水道、下水、道路、公共施

設など地域で暮らすためのインフラ整備、子ど

もの教育、保育など自治体の行っている業務は

多岐にわたり、人が生まれてから死ぬまで、国

内どこに住んでいても全国同じ水準の行政サー

ビスが受けられるよう地方自治が発展してきま

した。しかし、合併後、市町村は交付税削減に

よって財政危機に陥り、県内の市町村は軒並み

経常収支比率が９０％を超え財政健全化を求め

て行財政改革を行ってきました。行政の効率化

は必要ですが、「負担は少ない方へサービスは手

厚い方へ調整する」としていた合併当時の公約

はどこかへ行って、効率化のみが最優先されて

います。指定管理者制度、ＰＦＩ方式などを使

った自治体業務のアウトソーシングも盛んに行

われてきました。結果、ふじみ野市のプール事

故、大坂泉南市のプール事故など痛ましい事故

が発生しています。もともと公務で行っていた

ことを費用や効率化のみを重視し安全を軽視し

たことが幼いいのちが失われるという事態につ

ながっています。 

市町村合併で大きな面積の自治体が生まれ、

さらに国は、２００５年から２００９年まで５

年間に、一律人員削減などを盛り込んだ集中改

革プランを市町村に押しつけ、交付税削減と合

わせて、地方自治体の職員も財源も減らし、市

町村は満足な行政サービスを行うことができな

くなり、職場は深刻な人員不足に陥っています。 

市町村合併の、地域住民への影響 
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 また、合併によって役場は、支所となり職員

も３分の１程度に減らされ、窓口業務は行われ

ているものの職員の移動などで顔見知りの職員

がいなくなり地域の住民は支所（役場）へ入り

にくいと言われます。また、地域住民の要望な

どの陳情は本庁まで行くこととなり、市の本庁

近く以外の周辺に暮らす住民にとっては、職員

と住民の距離が遠くなりきめ細かい行政サービ

スができにくい環境となっています。中国地方

の中山間地域では、合併直後から限界集落（集

落機能の維持ができない地域）が現れはじめ、

周辺地域の人口減少に拍車がかかり地域の荒廃

が急速に進んでいます。 

 

道州制により、地域はどうなるか？ 
２００９年の総選挙で自公政権から民主党政

権へ政権交代しましたが、地方分権改革の流は、

地域主権改革と名前を変え２０１１年４月２８

日に地域主権改革にかかる第１次一括法が成立

し、法令による義務づけ枠付けの見直しと県か

ら市町村への権限移譲が決まりました。そして、

８月２６日には、第２次一括法が成立し、県・

市町村において２０１２年４月実施（経過措置

１年）に向けて各自治体で条例化が進められて

います。しかし、今のところ事務事業は市町村

に権限移譲されますが、それに伴う財源保障は

明確にされていません。事務は多岐にわたり、

事務量は１事業では、１人の職員を置く事務量

に達しないなど権限移譲したからと言って、市

町村の職員が増えることは期待できない状況で

す。国は、地方分権改革をさらに進める第３次

の一括法制定を進めています。 

民主党は「アクションプラン～出先機関の原

則廃止に向けて～」（平成２２年１２月２８日閣

議決定）に基づき、既存の広域連合制度を利用

して「国土交通省地方整備局」「経済産業局」「地

方環境事務所」の受け皿として広域連合に移譲

する関連法案を国会に提出しようとしています

当面、関西、九州地域などの権限移譲を受け入

れる意思表示をした広域連合から権限移譲を進

め、諸課題について具体的な検討を行うとして

います。対象出先機関で働く国家公務員は、地

方公務員へ身分移管するなど民主党の総人件費

削減方針に沿って権限も人も地方へ丸投げする

という内容となっています。広域連合の行き着

く先は道州制で、道州制移行を地方自治体に競

わせるという手法をとっています。 

国の地方への権限移譲は、地方の規模、財政

力の違いなどによる行政サービスの格差を拡大

させ道州制への移行はさらに格差を拡大させま

す。本来、国が責任を持つべき「社会保障」も

「道州制」「基礎自治体」へ権限を丸投げし地域

のことは地域で自由にしてください。 

その代わり国は責任を持ちません。と言うこ

とになります。この動きに対して東日本大震災

の被災自治体首長から拙速な国会への法案提出

に反対する意見があがり、全国各地の市町村長

の呼びかけで「地方を守る会」が２０１１年１

２月に結成され４０都道府県１２２名に広がっ

ています。石井岡山県知事は、道州制推進の旗

振り役で、岡山県内の市町村長は地方を守る会

へ参加していません。地方分権改革は社会保障

を国の責任から地方へ丸投げするもので、「構造

改革」の矛盾が貧困と格差をさらに広げ、住民

の暮らしやいのちを守る自治体本来の役目が果

たせなくなります。          

 

以 上 


